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審査委員会規則（案） 

ふくしまインフラメンテナンス技術者育成協議会 

 

（目的） 

第１条 本規則は、ふくしまインフラメンテナンス技術者育成協議会（以下「協

議会」という。）が設置する審査委員会（以下「委員会」という。）に関して必

要な事項を定めるものである。 

 

（委員会の事務） 

第２条 委員会は、インフラメンテナンス技術者の育成講座に関する次の事務

を実施する。 

 （１）受講者の選抜に関すること。 

 （２）認定試験の実施に関すること。 

 （３）育成講座の受講修了及び認定に係る審査に関すること。 

 

（構成及び運営） 

第３条 委員会の構成や事務は以下とする。 

 （１）委員は別表に掲げる者とする。 

 （２）委員会には委員長を置く。委員長は協議会会長が務め会務を統括する。 

 （３）委員会には副委員長を置き、副委員長は委員長が指名する。副委員長は

委員長を補佐する。委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理す

る。 

 （４）委員は、非常勤とする。 

 （５）委員会は、委員長が必要と認めるときに開催する。 

 （６）委員会は非公開とし、委員の半数以上の出席がなければ開くことができ

ない。 

 （７）委員会の委員は、委員が指名した者を代理として委員会に出席させるこ

とができる。この場合、委員が出席したものとみなす。 

 （８）委員長が必要と認める場合は、委員以外の者の出席を求めることができ

る。 

 

（事務局） 

第４条 委員会の事務局は、「（一社）福島県建設産業団体連合会」に置く。 
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（守秘義務） 

第５条 委員及び事務局は審議事項で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。 

 

（雑則） 

第６条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別途

定めるものとする。 

 

（附則） 

本規則は、平成２９年９月１５日から施行する。 

（附則） 

 変更 令和３年３月２４日 

    本則は、令和３年４月１日より施行する。 

 

 

 

【審査委員会】 

 所  属 

委員長 日本大学工学部 

委 員 日本大学工学部 

委 員 福島工業高等専門学校 

委 員 国土交通省東北地方整備局 

委 員 福島県土木部 

委 員 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 
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細則 

（審査委員会の設置） 

第１条 受講修了、認定試験の合格者の認定及び本制度に関する審議を行うため、審査

委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

第２条 審査委員会（以下委員会）は委員１０名以内とし、学識経験者、発注機関職員

等から構成し、協議会会長が委嘱する。 

 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は２年とし、再任は妨げない。 

第４条 委員が任期途中で交代した場合、後任の委員の任期は前任者の残任期間とする。 

 

（審査委員会の役割） 

第５条 委員会は、受講者を選抜するための審査・決定を行う。 

第６条 委員会は、受講者が全課程を受講したと認める場合、受講修了証の付与を行う。 

第７条 委員会は、認定試験の審査結果を協議会に報告する。 

第８条 委員会は、公正性確保のため、認定試験合格後の不良・不適格な者に対する認

定等の抹消の審査を行う。 

 

（試験委員） 

第９条 筆記・論文試験及び面接試験の実施にあたり、委員長は試験委員を委嘱するこ 

とができる。 

第１０条 試験委員は、論文審査及び面接試験を行うとともに、これらの評価を実施し、

委員会に報告するものとする。なお、試験委員は認定試験に関して知り得た秘

密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 

（その他） 

第１１条 試験問題の決定については委員会を介さず、協議会会長が選任した学識経験

者で実施する。 

第１２条 本細則に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、委員会に諮って

処理するものとする。 

 

（附則） 

 本細則は、平成２９年９月１５日から施行する。 


